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表紙

第70回定時株主総会の招集に際しての

電子提供措置事項

●計算書類

「株主資本等変動計算書」

「個別注記表」

第70期

（2025年３月１日～2026年２月28日まで）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に

基づき、電子提供措置事項記載書面への記載を省略しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

(自　2025年３月１日)至　2026年２月28日

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 50,000 2,561,688 5,129,777 7,691,465 430,072 430,072 △10,203 8,161,334

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △38,523 △38,523 △38,523

当 期 純 利 益 618,342 618,342 618,342

自己株式の取得 △72 △72

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 579,818 579,818 △72 579,746

当 期 末 残 高 50,000 2,561,688 5,129,777 7,691,465 1,009,890 1,009,890 △10,276 8,741,080

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 119,399 △1,588,204 △1,468,805 6,692,529

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △38,523

当 期 純 利 益 618,342

自己株式の取得 △72

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

116,772 △1,687 115,085 115,085

当 期 変 動 額 合 計 116,772 △1,687 115,085 694,831

当 期 末 残 高 236,172 △1,589,891 △1,353,719 7,387,360

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 1 －
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個別注記表

（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）

主な耐用年数　　自社利用のソフトウェア

５年（社内における利用可能期間）

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…………時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

市場価格のない株式等………………………移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法…………………最終仕入原価法による原価法

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

主な耐用年数　　建物 ８年～47年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に備えるため､ 支給見込額のう

ち当期負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため､ 当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度

末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準

によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理してお

ります。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理

しております。

－ 2 －
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個別注記表

当事業年度 （単位：千円）

繰延税金負債相殺前の繰延税金資産 167,362

５．収益及び費用の計上基準

当社は主に飲食業を営んでおり、各部門では、顧客の注文に基づき主に店舗において料理

及び製品等を提供・販売する履行義務を負っております。

これらは、顧客に料理及び製品等を提供・販売した時点で、当社の履行義務が充足される

ことから、当該時点で収益を認識しております。

収益を認識する金額は、顧客に提供・販売した料理及び製品等と交換に権利を得ると見込

んでいる対価を反映した金額としています。

取引の対価は、主に履行義務充足後の支払いを要求しておりますが、履行義務充足後の支

払いは、履行義務充足時点から主に１か月以内に行われ、重要な金融要素は含んでおりま

せん。

会計方針の変更に関する注記

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以

下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正

会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」とい

う。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

会計上の見積りに関する注記

繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第26号2018年２月16日）で示されている会社分類に基づき、当事業年度末における

将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減すること

ができる範囲内で計上しております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の課税所得の見積りは、翌事業年度

以降の事業計画を基礎としており、売上高の予測について、翌事業年度以降は緩やかに

増加するものと仮定して見積もっております。

課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受

ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、

翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があ

ります。

－ 3 －
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個別注記表

当事業年度

飲食業セグメント 賃貸業セグメント

有形固定資産 4,482,558 3,394,313

減損損失 － －

１．有形固定資産の減価償却累計額 3,464,432千円

建物 1,819,561千円

構築物 16,126千円

土地 2,347,468千円

計 4,183,156千円

短期借入金 1,000,000千円

長期借入金 1,500,000千円

計 2,500,000千円

固定資産の減損

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、原則として各店舗、各賃貸物

件を基本単位とし資産のグルーピングを行っております。

資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割

引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認

識の要否を判定します。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。

当事業年度において、主に飲食業セグメントの一部の店舗においては、継続的に営業損

益がマイナスとなっていることから、減損の兆候が認められております。

このため、減損損失の認識の要否の判定を行っておりますが、当該判定に用いた将来キ

ャッシュ・フローは、翌事業年度の事業計画を基礎としており、売上の回復度合いにつ

いて、翌事業年度以降は緩やかに上昇が続くものと仮定して見積もっております。

これらの仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった

場合、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

貸借対照表に関する注記

２．担保に供している資産

上記に対応する債務

（注）長期借入金は、１年内返済長期借入金を含めて表示しております。

３．土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価

に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正公布法律第24号）に基づ

－ 4 －
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個別注記表

②　再評価を行った年月日 2001年２月28日

当 事 業 年 度
期首の株式数(株)

当 事 業 年 度
増加株式数(株)

当 事 業 年 度
減少株式数(株)

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数 ( 株 )

発行済株式

普 通 株 式 2,572,871 － － 2,572,871

合　計 2,572,871 － － 2,572,871

自 己 株 式

普 通 株 式 4,611 82 － 4,693

合　計 4,611 82 － 4,693

決議 株式の種類
配当金の

総額(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年５月22日
定時株主総会

普通株式 38,523 15.00 2025年２月28日 2025年５月23日

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の

総額(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年５月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 38,522 15.00 2026年２月28日 2026年５月29日

き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額

を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

①　再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額による方法とし、一部について第

２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課

税価格に合理的な調整を行う方法により算出しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

※　自己株式82株の増加は単元未満株式の買い取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年５月28日開催の定時株主総会において次のとおり付議いたします。

－ 5 －
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個別注記表

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 投資有価証券

その他有価証券 434,788 434,788 －

(2) 差入保証金 362,070 280,109 △81,960

資産計 796,858 714,897 △81,960

(3) 長期借入金 1,671,200 1,591,294 △79,905

負債計 1,671,200 1,591,294 △79,905

金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入に

よる方針です。

デリバティブ取引は利用しない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクについては債権

管理要領に沿って取引先毎の期日管理及び残高管理を行うことでリスク低減を図ってお

ります。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上

の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行って

おります。

差入保証金は、主に店舗の賃借にかかる敷金であり、貸主の信用リスクに晒されており

ます。

営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。

借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。原則として

固定金利で調達しておりますが、変動金利の流動性リスクについては、各社からの報告

に基づき財務担当が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理してお

ります。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足的説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。

当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおり

であります。

－ 6 －
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個別注記表

１年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

現金及び預金 1,873,805 － － －

売掛金 302,121 － － －

差入保証金 － 1,105 360,965 －

合計 2,175,926 1,105 360,965 －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 138,400 138,400 138,400 1,238,400 17,600 －

合計 138,400 138,400 138,400 1,238,400 17,600 －

時価で貸借対照表に計上している金融商品 （単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 434,788 － － 434,788

資産計 434,788 － － 434,788

※１ 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「短期借入金」については、現金であ

ること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記

載を省略しております。

※２ １年内返済長期借入金は、長期借入金に含めております。

（注１）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

（注２）長期借入金の決算日後の返済予定額

３．金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価

格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

－ 7 －
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個別注記表

時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 （単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 280,109 － 280,109

資産計 － 280,109 － 280,109

長期借入金 － 1,591,294 － 1,591,294

負債計 － 1,591,294 － 1,591,294

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

(1) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。活発な市場

で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

(2) 差入保証金

合理的に見積もった返還予定時期に基づき、将来キャッシュ・フローを国債利回り等

の適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類して

おります。

(3) 長期借入金

長期借入金の時価につきましては、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に

想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

－ 8 －
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個別注記表

繰延税金資産

未払事業所税 3,604千円

賞与引当金 9,769千円

未払社会保険料 1,548千円

退職給付引当金 130,181千円

長期未払金（役員退職慰労引当金分） 23,235千円

税務上の繰越欠損金 1,099,565千円

減損損失 23,853千円

その他 6,938千円

繰延税金資産小計 1,298,696千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △947,124千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △184,208千円

評価性引当額小計 △1,131,333千円

繰延税金資産合計 167,362千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △123,846千円

繰延税金負債合計 △123,846千円

繰延税金負債の純額 43,516千円

上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債計上額 64,492千円

法定実効税率 33.6％

（調　整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

住民税均等割 2.6％

評価性引当額の増減 △70.1％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △33.6％

税効果会計に関する注記

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別

の内訳

関連当事者との取引に関する注記

(ｱ) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。
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個別注記表

属性
会社等
の名称

所在地

資 本 金
又 は
出 資 金
(千円)

事 業 の
内 容
又は職業

議 決 権
等の所有
(被所有)
割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社の
子会社

㈱ ア ブ
ア ブ 赤
札 堂

東京都
台東区

50,000
繊維、食品
等 の 小 売

－
店 舗 の 賃 借
役 員 の 兼 任

店舗の賃借他 28,103 － －

保証金の差入 － 差入保証金 70,000

貸借対照表計上額
当事業年度末の時価

（千円）当事業年度期首残高
（千円）

当事業年度増減額
（千円）

当事業年度末残高
（千円）

3,453,157 △39,281 3,413,875 2,810,633

(ｲ) その他の関係会社の子会社等

（注）１. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等

が含まれております。

２. 取引条件及び取引条件の決定方針

店舗の賃借他については、近隣の取引実勢に基づいて契約により決定しております。

賃貸等不動産に関する注記

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の店舗等（土地を含む）を所有しておりま

す。

当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は126,771千円（賃貸収益は営業収益

に、主な賃貸費用は営業費用に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであ

ります。

（注）１. 貸借対照表計上額は、取得原価に土地再評価を行った金額から減価償却累計額を控除

した金額であります。

２. 当事業年度増減額のうち、主な減少額は減価償却費（42,266千円）であります。

３. 事業年度末の時価は、一定の評価額や市場価格を反映していると考えられる指標を用

いて調整した金額であります。
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個別注記表

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 （単位：千円）

報告セグメント

飲食業 賃貸業 合計

宴会 2,544,373 － 2,544,373

婚礼 992,821 － 992,821

グリル 907,232 － 907,232

売店他 159,642 － 159,642

顧客との契約から生じる収益 4,604,070 － 4,604,070

その他の収益 10,272 193,184 203,456

合計 4,614,342 193,184 4,807,526

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は以下のとおりです。 （単位：千円）

当事業年度期首残高 当事業年度末残高

顧客との契約から生じた債権 280,054 302,121

契約負債 38,374 33,531

１株当たり純資産額 2,876.50円

１株当たり当期純利益金額 240.77円

収益認識に関する注記

２．収益を理解するための基礎となる情報

個別注記表「重要な会計方針に係る事項に関する注記　５．収益及び費用の計上基準」に

同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

契約負債の残高等

契約負債は、主に顧客との契約に基づく支払い条件により顧客から受け取った前受金であ

り、収益の認識に伴い取り崩されます。

残存履行義務に配分した取引価格

当社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便

法を適用し、残存履行義務に関する情報を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあり

ません。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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